
平
成
二
十
四
年
三
月
十
四
日
提
出

質

問

第

一

三

七

号

売
電
目
的
の
農
地
転
用
（
消
滅
）
面
積
は
農
水
省
で
は
「
予
測
は
困
難
」
と
し
た
政
府
答
弁
書
に
関
す
る
質
問

主
意
書

提

出

者

山

本

拓
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売
電
目
的
の
農
地
転
用
（
消
滅
）
面
積
は
農
水
省
で
は
「
予
測
は
困
難
」
と
し
た
政
府
答
弁
書
に
関
す
る
質
問

主
意
書

一

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
八
日
質
問
（
第
一
〇
四
号
）
「
農
山
漁
村
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
促

進
に
関
す
る
法
律
案
で
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
の
た
め
に
何
ヘ
ク
タ
ー
ル
優
良
農
地
を
無
く
す
と
予
測
し
て
い

る
の
か
。
」
と
の
問
い
に
対
す
る
回
答
は
「
こ
れ
を
予
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
農
地
転
用

申
請
数
に
比
例
し
て
農
地
が
転
用
（
消
滅
）
さ
れ
る
た
め
農
地
喪
失
面
積
が
予
測
困
難
と
の
事
。
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本

計
画
の
四
百
六
十
一
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
こ
れ
で
守
れ
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。

二

「
売
電
目
的
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
必
要
な
ま
と
ま
っ
た
土
地
確
保
」
を
図
る
た
め
「
優
良
農
地

ま
で
も
対
象
」
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
、
農
林
水
産
省
と
し
て
不
適
切
行
為
で
あ
る
。
当
初
は
耕
作
放
棄
地
の
み
対
象
と

し
て
い
た
が
、
な
ぜ
売
電
用
発
電
設
備
設
置
の
土
地
の
確
保
の
た
め
に
優
良
農
地
を
農
地
転
用
（
消
滅
）
さ
せ
る
の
か
。

三

優
良
農
地
と
耕
作
放
棄
地
の
等
価
交
換
に
は
当
然
費
用
が
発
生
す
る
が
、
耕
作
放
棄
地
の
所
有
者
に
「
優
良
農
地
と
同
じ

評
価
農
地
に
も
ど
す
費
用
」
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ど
の
よ
う
な
認
識
で
い
る
の
か
、
予
想
さ
れ
る
手
法
を
聞

く
。
本
来
農
地
を
守
る
農
林
水
産
省
が
「
農
山
漁
村
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律

一



案
」
に
よ
り
発
電
事
業
者
の
計
画
次
第
で
農
地
を
提
供
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
事
態
が
、
こ
の
回
答
（
予
測
は
困
難
）
で
明

確
に
な
っ
た
。
自
家
使
用
で
な
く
売
電
目
的
事
業
は
、
経
済
産
業
省
の
調
達
価
格
、
調
達
期
間
等
が
確
定
す
る
ま
で
は
、
こ

の
法
案
を
審
議
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
売
電
目
的
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
必
要
な
ま
と
ま
っ
た

土
地
確
保
を
図
る
た
め
の
本
法
案
の
審
議
を
急
ぐ
理
由
は
何
か
。

四

農
林
水
産
省
の
「
耕
作
放
棄
地
を
活
用
し
た
発
電
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
」
で
は
、
耕
作
放
棄
地
の
う
ち
約
十
七
万
ヘ
ク
タ
ー
ル

が
利
用
可
能
と
し
て
い
る
が
、
現
実
問
題
と
し
て
約
十
七
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
う
ち
原
野
化
し
た
土
地
（
八
・
六
万
ヘ
ク
タ
ー

ル
）
と
農
地
へ
の
復
元
が
不
可
能
な
耕
作
放
棄
地
（
五
・
八
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
は
、
予
想
さ
れ
る
売
電
価
格
で
は
、
修
復
造

成
費
用
ま
で
投
資
す
る
売
電
事
業
者
は
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
不
適
格
地
で
あ
る
。
約
十
七
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
う
ち
二
・
八
万

ヘ
ク
タ
ー
ル
は
可
能
性
が
あ
る
が
、
送
電
線
の
費
用
次
第
で
は
無
理
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
耕
作
放
棄
地
の
う
ち
約
十
七
万

ヘ
ク
タ
ー
ル
が
利
用
可
能
と
し
、
「
耕
作
放
棄
地
を
活
用
し
た
発
電
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
」
を
発
表
し
た
農
林
水
産
省
は
、
約
十

七
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
つ
い
て
農
林
水
産
省
と
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
農
地
利
用
計
画
を
立
案
し
よ
う
と
も
し
て
い
な
い

の
は
な
ぜ
か
。
野
田
総
理
と
し
て
農
林
水
産
省
に
検
討
に
入
ら
せ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
野
田
総
理
の
見
解
を
求
め
る
。

五

本
来
、
農
林
水
産
省
は
売
電
目
的
で
は
な
く
「
農
産
物
の
消
費
及
び
需
要
拡
大
の
た
め
非
食
料
分
野
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

二



等
で
の
利
用
促
進
」
「
植
物
工
場
（
ハ
ウ
ス
）
で
の
農
産
物
の
生
産
・
加
工
に
寄
与
す
る
電
気
の
発
電
装
置
」
目
的
の
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
農
地
利
用
計
画
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る
が
、
売
電
事
業
者
の
た
め
に
市
町
村
を
巻
き
込
む
無
計
画
な
農
地

利
用
制
度
の
創
設
に
は
理
解
に
苦
し
む
。
市
町
村
か
ら
す
る
と
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
特
区
制
度
を
創
設
し
、
内
閣

府
が
中
心
と
な
り
、
「
所
有
権
の
移
転
・
農
地
法
、
自
然
公
園
法
、
温
泉
法
等
各
省
庁
に
ま
た
が
る
手
続
き
の
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
化
」
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
全
国
各
市
町
村
は
、
政
府
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
の
見
直
し
・
電
力
会
社
の
見
直
し
等
を

見
極
め
、
そ
の
う
え
で
、
今
年
七
月
か
ら
の
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置

法
の
施
行
内
容
の
継
続
的
方
向
性
を
更
に
見
極
め
な
け
れ
ば
、
全
国
各
市
町
村
と
し
て
基
本
計
画
は
立
て
ら
れ
な
い
。
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
特
区
を
希
望
す
る
自
治
体
に
は
、
手
続
き
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
等
現
行
総
合
特
区
等
の
法
律
運
用
範
囲

で
、
政
府
の
方
針
の
下
、
内
閣
府
に
て
対
応
で
き
る
。
経
済
産
業
省
の
調
達
価
格
、
調
達
期
間
等
が
確
定
し
な
い
状
況
に
お

い
て
、
内
閣
府
を
排
除
し
て
ま
で
急
い
で
農
林
水
産
省
で
行
う
理
由
は
何
か
、
政
府
見
解
を
求
め
る
。

六

政
府
は
、
耕
作
放
棄
地
三
十
九
・
六
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
二
〇
一
〇
農
業
セ
ン
サ
ス
）
＋
原
野
化
し
た
土
地
（
八
・
六
万
ヘ

ク
タ
ー
ル
）
の
対
策
を
、
農
林
水
産
省
に
全
国
関
係
自
治
体
と
協
議
を
始
め
さ
せ
、
そ
の
議
事
録
を
公
開
し
、
広
く
国
民
の

協
力
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
野
田
総
理
の
見
解
を
求
め
る
。

三



七

「
不
測
時
の
食
料
安
全
保
障
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
つ
い
て
全
国
の
自
治
体
、
農
業
関
係
者
へ
の
周
知
徹
底
を
農
林
水
産
省
に

図
ら
せ
る
べ
き
だ
が
、
野
田
総
理
の
見
解
を
求
め
る
。

八

農
林
水
産
省
の
発
表
し
て
い
る
二
〇
一
〇
年
度
の
耕
地
面
積
と
荒
廃
し
た
耕
作
放
棄
地
等
の
農
地
面
積
は
、
四
百
八
十

八
・
五
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
総
務
省
の
固
定
資
産
税
の
評
価
に
係
る
農
地
の
二
〇
一
〇
年
度
評
価
総
地
積

は
、
五
百
九
・
三
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。
農
地
面
積
に
関
し
て
農
林
水
産
省
と
総
務
省
の
差
は
、
二
十
・
八
万
ヘ
ク
タ
ー

ル
で
あ
る
が
、
単
年
度
の
農
地
転
用
事
務
通
知
に
よ
る
誤
差
理
由
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
違
い
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
度
農

地
面
積
の
両
省
の
違
い
の
詳
細
な
理
由
を
政
府
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


